
鑑 129 号 
平成 22 年 8 月 26 日 

 

会 員 各 位 

 

社団法人 日本不動産鑑定協会 
会 長   神 戸 冨 吉 

（ 職 印 省 略 ） 

 

「会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価の 

適正な実施について（平成 22 年８月 25 日付国土交通省 

地価調査課長通知）」の徹底について（通知） 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 

この度、国土交通省土地・水資源局地価調査課長より当職に宛て、平成 22 年 8

月 25 日付「会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価の適正な実施につ

いて」（国土鑑第 30 号）が発出されました。 

会員各位におかれましては、現物出資の目的となる不動産に係る鑑定評価の重要

性に鑑み、「鑑定評価の依頼目的や依頼者及び提出先等の確認、対象不動産の確認を

徹底するほか、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときには依頼を謝絶する等、適

正な鑑定評価が実施されるよう」との要請につきまして、厳守・励行を強くお願い

申しあげます。 

なお、平成 4 年 7 月 20 日付鑑 55 号「商法上の現物出資・財産引受・事後設立の

目的となる不動産に係る弁護士の証明並びに不動産鑑定評価上の留意点について」

の改定及びその理解の促進に努められたいとの要請につきましては、証券化鑑定評

価委員会において同留意点の改定を進めているところであり、その結果を得ました

ら、会員各位へ周知のうえ証券化対象不動産の鑑定評価に関する研修等を通じてそ

の理解の促進を図ることといたします。 
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